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※弁護⼠等へ無料相談も実施します

大阪府インターネット上誹謗中傷や差別等
人権侵害ない社会づくり条例

改正しました

令和年10月30日施行
一部令和6年4月1日施行

大阪府広報担当副知事 もやん

府⺠⽂化部⼈権局
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎さきしまコスモタワー38階

ひ悩まま相談くい

ぜ条例を改正し

改正前条例附則規定基き設置し大阪府インターネット上人権侵害解消関識者
会議か令和5年3意見まを踏まえ実効性あ施策く必要規定を
追加しまし

うし不当差的言動けを削除要請等対象

削除要請等を行うあっ特定個人等へ誹謗中傷違法性断課題があや明か不当差的言動
あ断きもを対象慎重対応が求れ識者会議意見を踏まえ改正条例不当差
的言動を対象しいま
府民がネット上誹謗中傷被害を受け場合府が設置専門相談窓口おい積極的支援をしいきま

ぜ事業者責務を規定し

幅広い世代インターネットテシー向上をかま事業者社会的責任も踏まえ努力義務し事業者
責務を規定しまし

ネット上の⼈権侵害いこ相談したいいの

にる
相談こち



■相談時間 月曜日か土曜日 16時か22時
第2日曜日 13時か18時

詳しくポータル
サイトへ

祝日及び
年末年始
を除く

大阪府 インターネット 人権

大阪府インターネット誹謗中傷・トブ相談窓口を開設しいま



⼤阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の⼈権侵害のい社会く条例の改正のポイント

こ条例インターネット上誹謗中傷や差別等⼈権侵害を防⽌し府⺠誰も加害者にも
被害者にもなないうにするこをめざしいます
条例改正インターネット上不当な差別的⾔動にる権利を侵害する情報にい府プ

ロバイダ事業者等へ削除要請等や不当な差別的⾔動⾏為者に対し説⽰⼜助⾔を⾏うに当た
そ実施根拠を明確にするため規定等を追加しました

条例改正のあまし

不当な差別的⾔動定義
第条第号

削除要請等や説⽰・助⾔対象なる「不当な差別的⾔動」にい⼈種等共通属性を理由
しする侮辱嫌せ等⾔動や当該属性を理由し不当な差別的取扱いをするこを助⻑・誘
発する判断る言動をいいます

事業者責務第条 事業者インターネット上誹謗中傷等にる⼈権侵害防⽌必要性理解インターネット
テシー向上府実施する施策へ協⼒するう努めるもします

プロバイダ事業者等へ
削除要請等第12条

被害者プロバイダ事業者等に削除要請を⾏も情報削除されず不当な差別的⾔動あるこ
明かあるなど必要認める府プロバイダ事業者等へ削除要請等を⾏うこ
るもします

情報を発信・拡散した者
へ説示・助言第13条

プロバイダ事業者等へ削除要請等を⾏もなお情報削除されず不当な差別的⾔動に係る情報を
発信・拡散した者明かあるなど必要認める府そ者に対し情報削除に向け
た説⽰・助⾔を⾏うこるもします

大阪府人権施策推進審議会
へ諮問第15条

削除要請等や説⽰・助⾔を⾏うに当た基本的考え⽅インターネット上⼈権侵害解消推進
施策検証等にい審議会意⾒を聴くもします

ここ⼤切 〜条例改正のポイント〜

インターネット便利なツールす使い⽅に⼈権侵害され誹謗中傷等⼼傷最悪場合⾃命
を絶しまう事態を招くこもあります
府⺠⼀⼈り加害者なない意識をもち誰も被害に遭わないう命尊さや⼈間尊厳を認識し全⼈⼈権
尊重される豊かなインターネット社会を創りましょう

※令和5年10月30⽇施⾏〜令和6年4月1⽇施⾏ただし施⾏⽇前に諮問及必要な⼿続等を⾏うこます

条例内容
こち


